
茨城県産業戦略部技術振興局科学技術振興課

アンモニアサプライチェーンの構築について



常陸那珂及び鹿島エリアの石炭火力発電所等へのアンモニア混焼の実現のみならず、

内陸部や近隣県も含めた広域サプライチェーン構築を目指す！

アンモニアサプライチェーン構築へのチャレンジ 2
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アンモニアサプライチェーン構築・利用WGの設置 3

■設置目的

アンモニアの調達・貯蔵・輸送・利用の各ステークホルダーが共同で検討を行い、

SC実装に向けたインフラ整備・実証スケジュール等の具体化を図る。

■主な検討事項

アンモニアSC基盤整備に向けたフィジビリティスタディの組成

（例）共同貯蔵タンク・パイプライン等の整備検討

■スケジュール

2023年度以降、年２〜３回程度開催

新たな推進体制

2023.3.24
新設設置目的・検討事項

いばらきカーボンニュートラル産業拠点創出推進協議会

茨城港CNP
形成計画作成WG

鹿島港CNP
形成計画作成WG

アンモニアSC
構築・利用WG

本県を起点とした広域サプライチェーンの構築に向け、

新たに「アンモニアサプライチェーン構築・利用ワーキンググループ」を設置

今後、国が募集・選定するカーボンニュートラル燃料拠点の第一陣採択を目指す！



アンモニアサプライチェーン構築・利用WG構成一覧 4

座長
産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所 所長代理
（兼）再生可能エネルギー研究センター付
（兼）省エネルギー研究部門 流体制御グル－プ付 壹岐 典彦

副座長
産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター
水素キャリア利用チーム（兼）省エネルギー研究部門付 研究チーム長 拓

参加企業

株式会社ＩＨＩ

アサヒグループジャパン株式会社

ＡＧＣ株式会社

鹿島北共同発電株式会社

鹿島南共同発電株式会社

株式会社クラレ

株式会社ＪＥＲＡ

昭和産業株式会社

東京電力エナジーパートナー株式会社

日本製鉄株式会社

三菱ガス化学株式会社

三菱ケミカル株式会社

森永乳業株式会社

レンゴー株式会社

オブザーバー 経済産業省関東経済産業局

事務局 茨城県（産業戦略部技術振興局科学技術振興課）
2023年3月24日現在



モデル構築 フィジビリティスタディ 実証実験・大規模実証 社会実装

① 先導モデル構築

に向けた実証PJ

の組成促進

50百万円
【産業戦略部】 ③ 民間主導FSへの支援

30百万円 【政策企画部】

国の補助制度（NEDO補助・GI基金等）の活用支援

⑤ CNP形成計画の実現に向けた具体策の調査・検討 17百万円 【土木部】

⑥ 再エネ有効活用施策等の調査・検討

約22百万円 【県民生活環境部】

⑨ 中小企業への支援（新分野進出等支援融資等） 約337百万円 【産業戦略部】

⑦ 次世代産業立地・集積への補助

最大50億円 【立地推進部】

④ CN産業拠点創出推進基金

(200億円)の活用による

設備投資支援 【政策企画部】

② アンモニアサプライチェーン
構築可能性調査
30百万円 【産業戦略部】

新

2023年度の茨城県CN関連予算体系 5

モデル構築から社会実装までの一貫した支援で、民間の取組を引続き強力にサポート

国内第一陣でのCN燃料拠点形成に向け、アンモニアSCの構築を一段と加速



本県を起点とする広域アンモニアサプライチェーンの構築に向けて、燃料アンモニアの
調達・貯蔵・輸送・利用等に係る事業実行可能性調査を実施します。

アンモニアサプライチェーン構築実行可能性調査事業（新規）

令和５年度当初予算案

【Ｒ5当初予算額 30百万円】

【内容】
アンモニアサプライチェーン基盤・設備整備
に係る初期調査
（例）共同貯蔵タンク・パイプライン等整備検討

【委託先】
民間企業
（アンモニアの供給・輸送・利用の実施主体及び
エンジニアリング等）

産業戦略部技術振興局科学技術振興課

研究開発推進Ｇ（029-301-2499）
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アンモニアサプライチェーン構築・利用ワーキンググループ設置要綱（案） 
 

（設置目的） 
第 １条  こ の要綱 は、国 のカ ーボ ンニュ ートラ ル燃 料拠 点に向 けた体 制を 整備 すると とも

に、 アンモニ アサプライチ ェーン実 装に向け、関 係者が共 同で検討を行 うことを 目的と
して 、いばら きカーボンニ ュートラ ル産業拠点創 出推進協 議会設置要項 第５条第 ２項の
規定 に基づき 設置する「ア ンモニア サプライチェ ーン構築 ・利用ワーキ ンググル ープ」
（以下、「本会」という。）の運営等について必要な事項を定めるものとする。 

 
（所掌事務） 
第２条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行う。 

( 1 )   国のカーボンニュートラル燃料拠点に必要な体制の整備 
( 2 )  サプライチェーン利用技術とインフラ整備・実証スケジュール等の具体化 
(３)  前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事項 

 
（組織） 
第３条 本会は、学識経験者のほか、いばらきカーボンニュートラル産業拠点創出推進協

議会長が指名する者をもって構成する。 
２ 本会には座長を置く。座長は、学識経験者をもって充てる。 
３ 本会には、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。 
 
（会議） 
第４条 本会は、座長が必要に応じ招集する。 
２  本 会 に お い て、 必要 が あ る と 認 め たと きに は 、 会 議 に 構 成員 以外 の 者 の 出 席 を 求め 、

意見を聞くことができる。この場合、当該出席者に対し、第６条に定める秘密保持義務
を負わせることとする。 

 
（会議の非公開） 
第５条 本会は、原則として非公開とする。 
２ 議事次第等を公開する必要がある場合には、構成員と協議の上、事務局において、発

言者が特定されないよう配慮しながら、概要のみ公開する。 
 
（秘密保持） 
第６条 次の各号に掲げる情報（以下「秘密情報」という。）について、構成員は、これを

秘密として保持し、本会の目的を遂行するために必要な最小限の者にのみ開示し又使用
させるものとし、秘密情報の提供者の許可なく、当該目的外の使用及び構成員以外の第
三者に開示・漏えいしてはならない。ただし、法令により開示することが義務付けられ
た場合はこの限りではない。また、秘密情報を開示する場合、構成員は当該情報の開示
範囲が必要最小限に留められ、かつ法令の定める目的にのみ使用されるために合理的な
努力をするものとする。 



 

（１） 本会での議案内容 
（２） 前号について郵送、電子メール等の手段で配布する印刷物又は電子データ 
（３） 本会で配布された資料のうち「秘密情報」等、これが秘密であるとわかる記載が

ある資料とその内容（配布後 30 日以内に、当該資料が秘密情報であると全構成員に
通知されたものを含む。） 

 （４） 本会の場で口頭等により提示される情報であって、かつその内容について本会会
議の場で、情報提供者より「秘密情報」である旨を示された情報（提示後 30 日以内
に、当該情報が秘密情報であると全構成員に通知されたものを含む。） 

 （５） 前各号に該当する資料及び情報の複写・複製物。 
２  次の各号に掲げるものは、秘密情報として取扱わないものとする。 
 （１） 配布又は提示の時点で既に公知となっていたもの 
 （２） 配布又は提示の時点で既に保有していたもの 
 （３） 配布又は提示の時点以降において、自らの責に帰すべき事由によることなく公知

となったもの 
 （４） 配布又は提示の時点以降において、第三者から秘密保持義務を課されることなく

適法に入手したもの 
３ 第１項の定めは、構成員が本会の構成員でなくなった場合であっても、本会の解散後

５年間効力を有するものとする。 
 
（事務局） 
第７条 本会の事務局は、茨城県技術振興局科学技術振興課に置く。なお、事務局は本会

運営業務の一部を専門的知識を有する者に委託することができるものとし、当該受託事
業者も、前条に規定する秘密保持義務を負う。 

 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、事務局が本会に

諮って定める。 
 

附 則 
１ この要綱は令和５年●月●日から施行する。 
 
 

 


